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8. ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する公共交通の利便の増進を図るための事

業及び特定事業に関する事項 

 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

 

【現状分析】 

中心市街地エリアに来街する際の主な公共交通機関は路面電車か路線バスとなるが、その利用頻

度は少ない状況となっている。 

路面電車は、現存する路面電車のなかでは日本最古であり、はりまや橋を中心に東西線と南北線

で形成されている。沿線には居住者が多く、また鉄道駅とも近接していることから、通勤通学など

に重要な役割を果たす、定時性の高い輸送機関である。乗客数は年間 600万人前後の利用で推移し

ていたが、令和 2年以降新型コロナウイルス感染症の影響により減少している。商店街が集まる中

心部には 5つの停留所が存在しており、いずれも路線内停留所の中で多い乗降人数であり、特には

りまや橋の利用が多い状況となっている。 

路線バスは、経営改善のため、事業者の 1本化を図ったものの、はりまや橋を中心に放射状に広

がる道路網に沿って運行し、系統数も多く、複雑でわかりにくい路線網が形成されている。そのこ

とも要因となって、依然として輸送人員の減少に歯止めがかからない状況にあり、バス路線の再編

が課題となっている。 

また本市は、令和 4年 3月に「高知市交通基本計画」及び「高知市地域公共交通計画」を策定し、

持続可能な公共交通体系の構築や多様な主体が連携した公共交通サービスの実現に取り組んでい

る。 

 

【公共交通機関の利便性の増進、特定事業及び措置の推進の必要性】 

環境に優しい都市づくりの観点から、高齢者だけでなく、観光客を含めた中心市街地への来街者

にとって、分かりやすく利用しやすい公共交通としての価値を高め、中心市街地へ訪れやすさを提

供する事業展開を図る。 

具体的には、前計画の事業を継続し、引き続き路面電車、路線バスなどの公共交通機関と商店街

が連携を図り、市民の消費活動に対しての付加的なサービスを提供しながら、公共交通機関の利用

を促進させる。 

また前計画から継続して分かりやすく使いやすいバス路線網を再編するとともに、バス停整備の

取り組みも進めていく。 

 

【フォローアップの考え方】 

フォローアップについては、毎年度末に基本計画に位置付けた取り組みの進捗調査を行い、事業の促

進等の改善を図る。 
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［２］具体的事業の内容 

 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当無し 

 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

 

 

②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

    該当無し 

【事業名】「ＭＹ遊バス」運行事業 

【事業実施時期】 平成 25～令和 9年度 

【実施主体】 (公財)高知県観光コンベンション協会 

【事業内容】 市内の観光地を経由するバス及び観光バスターミナルの運営、中心市街地の飲食店や店舗との連携 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

高知駅と桂浜を発着点として市内の観光スポットを回る観光周遊バス「ＭＹ遊バス」の運行及び市

中心部の交通結節点であるはりまや橋観光バスターミナルの運営に加え、「ＭＹ遊バス」利用者に

は観光施設・宿泊施設・飲食店や店舗での特典を付与したサービスを行うことで、来街者の増加に

つなげる。 

【支援措置名】 中心市街地活性化ソフト事業 

【支援措置実施時期】 令和 5年 4月～令和 10年 3月 【支援主体】 総務省 

【その他特記事項】 区域内 

【事業名】公共交通利用促進事業 

【事業実施時期】 平成 25～令和 9年度 

【実施主体】 高知市、交通事業者 

【事業内容】 ＩＣカード「ですか」によるサービス実施や公共交通のイベント・広報等 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 
【目標】 暮らすにも働くにも『ぼっちり』なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

ＩＣカード「ですか」による多様なサービスを実施・拡充するほか、現存で日本最古である路面電

車をはじめとする公共交通をイベント・広報等により積極的にＰＲすることで公共交通の潜在的な

利用者の掘り起こしに取り組み、来街者の増加を図る。 

【支援措置名】 中心市街地活性化ソフト事業 

【支援措置実施時期】 令和 5年 4月～令和 10年 3月 【支援主体】 総務省 

【その他特記事項】 区域内 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

   該当無し 

（４）国の支援がないその他の事業 

 

 

 

【事業名】バス路線再編事業 

【事業実施時期】 平成 30～令和 9年度 

【実施主体】 高知市、交通事業者 

【事業内容】 分かりやすく使いやすいバス路線網の再編 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも『ぼっちり』なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

複雑になっている現在のバス路線網を、市民や観光客など利用者目線に立って分かりやすく使いや

すいバス路線網に再編し、気軽に来街しやすく、賑わいを創出する交通ネットワークを構築するこ

とにより、来街者の利便性を向上させる。 

【事業名】バス停整備事業 

【事業実施時期】 平成 30～令和 9年度 

【実施主体】 高知市、とさでん交通㈱ 

【事業内容】 分かりやすく使いやすいバス停の整備 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも『ぼっちり』なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

路線図や時刻表などの文字の大型化やバス停そのものの統一化を図るなど、利用者に分かりやすく

使いやすいバス停となるよう整備することで、来街者の利便性を向上させる。 


